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◆
議
案
第
４
号　

龍
ケ
崎
市

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

金
剛
寺
議
員　

条
例
制
定
の

経
緯
、
社
会
的
背
景
に
つ
い

て
、
ま
た
、
規
則
で
定
め
る

内
容
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

総
務
部
長　

少
子
高
齢
化
に

伴
う
生
産
年
齢
人
口
の
減
少

や
働
く
方
々
の
ニ
ー
ズ
の
多

様
化
が
進
む
社
会
的
背
景
の

も
と
、
国
は
労
働
者
が
置
か

れ
て
い
る
個
々
の
事
情
に
応

じ
て
多
様
な
働
き
方
を
選
択

で
き
る
社
会
の
実
現
に
向
け

て
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
そ
の

働
き
方
改
革
の
大
き
な
柱
の

一
つ
が
、
長
時
間
労
働
の
是

正
で
す
。

　

本
年
４
月
１
日
か
ら
、
労

働
基
準
法
の
改
正
に
伴
い
、

時
間
外
勤
務
の
上
限
規
制
が

導
入
さ
れ
、
民
間
に
お
い

て
は
罰
則
規
定
が
設
け
ら
れ

た
ほ
か
、
国
家
公
務
員
に
お

い
て
も
人
事
院
規
則
の
改
正

　

議
案
に
対
し
て
、
３
名
の
議
員
が
質
疑
を
行
い
ま
し
た　

　

そ
の
一
部
を
掲
載
し
ま
す

に
よ
り
、
民
間
同
様
の
時
間

外
勤
務
の
上
限
を
定
め
る
な

ど
、
国
を
挙
げ
た
取
り
組
み

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら
、
当
市
に
お

い
て
も
、
国
に
準
じ
て
時
間

外
勤
務
の
上
限
を
定
め
る
た

め
の
条
例
改
正
を
行
う
も
の

で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
そ
の
上
限

を
原
則
と
し
て
１
カ
月
に
つ

き
45
時
間
、
年
間
３
６
０
時

間
と
す
る
ほ
か
、
大
規
模
災

害
へ
の
対
応
や
期
限
が
定
め

ら
れ
て
い
る
重
要
な
法
令
、

施
策
の
立
案
等
、
公
務
の
運

営
上
、
真
に
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
１
カ
月
に
つ
き
１
０
０

時
間
未
満
、
複
数
月
平
均
80

時
間
、
年
間
７
２
０
時
間
ま

で
と
定
め
る
予
定
で
す
。

◆
議
案
第
５
号　

龍
ケ
崎
市

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償　

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

深
沢
議
員　

不
法
投
棄
等
対

策
管
理
官
に
、
警
察
官
Ｏ
Ｂ

を
採
用
さ
れ
た
理
由
と
、
そ

の
主
な
役
割
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

産
業
経
済
部
長　

本
市
の
不

適
正
残
土
事
案
に
つ
い
て

は
、
市
条
例
に
基
づ
き
担
当

職
員
が
指
導
等
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
近
隣
自
治
体
と
同

様
に
、
悪
質
行
為
者
に
よ
る

事
案
も
発
生
し
て
お
り
、
市

職
員
だ
け
で
の
対
応
は
非
常

に
困
難
な
状
況
で
す
。
こ
の

よ
う
な
不
適
正
残
土
事
案
の

対
応
や
指
導
、
監
督
体
制
を

強
化
す
る
た
め
、
不
法
投
棄

等
対
策
管
理
官
を
新
た
に
設

け
る
も
の
で
す
。

　

不
適
正
残
土
事
案
を
引
き

起
こ
す
行
為
者
な
ど
に
つ
い

て
は
、
反
社
会
勢
力
な
ど
と

関
係
の
あ
る
者
で
あ
る
ケ
ー

ス
が
多
く
、
そ
の
対
応
に
当

た
っ
て
は
、
近
隣
自
治
体
な

ど
と
同
様
に
、
茨
城
県
警
Ｏ

Ｂ
が
適
任
と
考
え
て
い
ま

す
。
県
警
Ｏ
Ｂ
で
あ
れ
ば
、

同
様
に
県
警
Ｏ
Ｂ
を
雇
用
し

て
い
る
自
治
体
と
の
連
携
や

情
報
交
換
に
加
え
、
地
元
警

察
署
や
県
警
本
部
な
ど
と
の

連
携
や
調
整
が
よ
り
図
り
や

す
く
な
る
も
の
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

業
務
内
容
は
、
残
土
や
不

法
投
棄
等
の
パ
ト
ロ
ー
ル
、

不
適
正
事
案
の
指
導
や
現
場

へ
の
立
ち
入
り
、
そ
れ
に
加

え
、
不
当
要
求
行
為
な
ど
に

対
す
る
助
言
や
対
応
と
な
り

ま
す
。
職
務
は
、
地
方
公
務

員
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号

に
規
定
さ
れ
て
い
る
顧
問
の

役
割
を
担
う
こ
と
か
ら
、
特

別
職
非
常
勤
職
員
と
し
て
、

平
成
31
年
度
に
お
い
て
茨
城

県
警
Ｏ
Ｂ
１
名
の
委
嘱
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

◆
議
案
第
７
号　

龍
ケ
崎
市

保
育
士
等
修
学
資
金
貸
付
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

伊
藤
議
員　

平
成
28
年
度
か

ら
の
貸
付
人
数
、
市
内
施
設

採
用
人
数
の
実
績
を
伺
い
ま

す
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
度
に
申

請
し
、
平
成
31
年
度
も
継
続

し
て
貸
付
を
受
け
る
場
合
で

も
、
貸
付
額
の
改
正
が
適
用

に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

福
祉
部
長　

保
育
士
等
修
学

資
金
貸
付
制
度
を
創
設
し
た

平
成
28
年
度
か
ら
今
年
度
ま

で
の
実
績
は
、
平
成
28
年
度

が
12
人
、
平
成
29
年
度
が
４

人
、
平
成
30
年
度
が
２
人
、

合
計
18
人
の
学
生
か
ら
修
学

資
金
の
貸
付
申
請
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
に
お
い
て
貸
付

が
最
長
２
年
間
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
貸
付
者
の
中
で
最

初
に
就
職
を
迎
え
た
時
期
は

平
成
30
年
４
月
と
な
っ
て
い

ま
す
。
平
成
30
年
４
月
は
、

７
人
が
就
職
を
迎
え
ま
し
た

が
、
そ
の
う
ち
６
人
が
市
内

の
保
育
園
や
幼
稚
園
に
就
職

し
、
保
育
士
等
と
し
て
活
躍

し
て
い
ま
す
。
残
り
の
１
人

に
つ
い
て
も
、
今
後
市
内
の

施
設
に
保
育
士
等
と
し
て
就

職
し
た
い
と
の
意
向
を
示
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
度
に
申

請
し
、
平
成
31
年
度
も
継
続

し
て
貸
付
を
受
け
る
場
合
で

も
、
改
正
前
の
月
額
３
万
円

で
は
な
く
、
改
正
後
の
月
額

５
万
円
が
適
用
さ
れ
る
制
度

設
計
と
な
っ
て
い
ま
す
。


